
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＶ出演情報 

ハラスメント問題にインタビュー出演しました！ 

 

2025.10.29 17:10 頃 

 

 

 

元ネタは東京地裁が 2025.10.23 に 

職場で「ちゃん付け」や容姿言及の 

元同僚に対し、セクハラで 22 万円の 

損害賠償を命じた判決になります。 

（佐川急便事件） 

 

容姿言及等の不快な言動に対する 

セクハラ認定は以前もありましたが 

判決理由に「ちゃん付け」が入って 

いたことで注目を集めたことから 

熊本県民テレビさんが特集コーナー 

で取り上げたのだと思います。 

 

切り取り画面では 

「ちゃん付け」はアリだとコメント 

していますが、気安く呼べる相手に対

して、エスカレートしてしまう点に警

鐘を鳴らしたコメントが抜かれてお

りました… 

 

インタビューは 40 分ほど頑張って喋

りましたが、オンエアは 40 秒弱でし

た(笑) 

 

実はもう１回インタビュー出演しました！ 

ちゃん付け＝ハラスメントになる！？ 
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2025.11.4 18:15 頃 

 

 

 

 

熊本市役所が 2025.11.1 より 

カスハラ対策で電話録音を開始

したことからインタビューを受

けました。 

 

特集自体は熊本市役所のカスハ

ラ対策以外も取り上げており、私

のコメントもカスハラに言及し

たものではありません。 

とは言え、熊本市役所が電話録音

を開始するのは、世の中の顧客対

応が変化する大きな潮目のよう

な気がします。 

 

折りしも、民間企業もカスハラ対

策が法改正で義務付けられまし

た。（施行日は未定です） 

民間企業の多くは、カスハラ対策

はこれからだと思いますので、先

ず法改正内容の確認から始めら

れることをお勧めいたします。 

 

インタビューは約 20分で、オン

エアは 30 秒弱でした(笑) 

 

 編集後記 インタビューで感じたのは、ＴＶの特集コーナーは世論の関心が高いものを

取り上げている点でした。ちゃん付け問題について、ＶＴＲのインタビュー見て気付い

たのが、一対一の関係性で考えるのか？それとも職場集団の中の関係性で考えるのか？

といった、視点の持ち方によって解釈が変わることでした。 

皆様の会社でも、職場で一度考えられてみては如何でしょうか？ （Ｋ） 
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